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三鷹市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

三鷹市議会政務活動費の交付に関する条例（平成13年三鷹市条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

第６条の次に次の１条を加える。 

（実績報告書の訂正） 

第６条の２ 会派の代表者は、前条の規定により提出した実績報告書を訂正しよう

とする場合は、実績報告書訂正届に当該訂正に係る訂正後の領収書又はこれに類

する書類を添付して、議長に提出しなければならない。 

第８条の見出し中「実績報告書」の右に「等」を加え、同条中「実績報告書を」

を「実績報告書及び第６条の２の規定により提出された実績報告書訂正届を当該実

績報告書の」に改める。 

 第９条中「実績報告書」の右に「及び第６条の２の規定により提出された実績報

告書訂正届」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

政務活動費の交付に関して、実績報告書の訂正の手続きに関する規定を整備する

ため、本案を提出します。 



三鷹市議会政務活動費の交付に関する条例（平成13年三鷹市条例第１号）新旧対照表 

改正後 改正前 

三鷹市議会政務活動費の交付に関

する条例 

三鷹市議会政務活動費の交付に関

する条例 

平成13年３月13日 平成13年３月13日 

条例第１号 条例第１号 

第１条～第５条 省略 第１条～第５条 省略 

（実績報告書の提出） （実績報告書の提出） 

第６条 政務活動費の交付を受けた会派の

代表者は、政務活動費に係る収入、支出等

に関する報告書（以下「実績報告書」とい

う。）に領収書又はこれに類する書類を添

付して、議長に提出しなければならない。 

第６条 政務活動費の交付を受けた会派の

代表者は、政務活動費に係る収入、支出等

に関する報告書（以下「実績報告書」とい

う。）に領収書又はこれに類する書類を添

付して、議長に提出しなければならない。 

２ 実績報告書は、前年度の交付に係る政務

活動費について、毎年４月30日までに提出

しなければならない。ただし、一般選挙が

行われた場合は、会派の代表者であった者

は、一般選挙の期日の属する月の翌月の末

日までに、その年度分の実績報告書を提出

しなければならない。 

２ 実績報告書は、前年度の交付に係る政務

活動費について、毎年４月30日までに提出

しなければならない。ただし、一般選挙が

行われた場合は、会派の代表者であった者

は、一般選挙の期日の属する月の翌月の末

日までに、その年度分の実績報告書を提出

しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、政務活動費の

交付を受けた会派が解散した場合は、当該

会派の代表者であった者は、解散の日から

30日以内に、その年度分の実績報告書を提

出しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、政務活動費の

交付を受けた会派が解散した場合は、当該

会派の代表者であった者は、解散の日から

30日以内に、その年度分の実績報告書を提

出しなければならない。 

（実績報告書の訂正） 

第６条の２ 会派の代表者は、前条の規定に

より提出した実績報告書を訂正しようと

する場合は、実績報告書訂正届に当該訂正

に係る訂正後の領収書又はこれに類する

書類を添付して、議長に提出しなければな

らない。 

 

第７条 省略 第７条 省略 

（実績報告書等の保存） （実績報告書の保存） 

第８条 議長は、第６条第１項の規定により 第８条 議長は、第６条第１項の規定により



提出された実績報告書及び第６条の２の

規定により提出された実績報告書訂正届

を当該実績報告書の提出期限の日から起

算して５年を経過する日まで保存しなけ

ればならない。 

提出された実績報告書を提出期限の日か

ら起算して５年を経過する日まで保存し

なければならない。 

（透明性の確保） （透明性の確保） 

第９条 議長は、第６条第１項の規定により

提出された実績報告書及び第６条の２の

規定により提出された実績報告書訂正届

について、必要に応じて調査を行う等、政

務活動費の適正な運用を期すとともに、使

途の透明性の確保のために必要な措置を

講ずるものとする。 

第９条 議長は、第６条第１項の規定により

提出された実績報告書について、必要に応

じて調査を行う等、政務活動費の適正な運

用を期すとともに、使途の透明性の確保の

ために必要な措置を講ずるものとする。 

第10条 省略  

附 則 附 則 

１ この条例は、平成13年４月１日から施行

する。 

１ この条例は、平成13年４月１日から施行

する。 

２ 令和３年度における交付額は、第３条第

１項の規定にかかわらず、月額１万5,000

円とする。 

２ 令和３年度における交付額は、第３条第

１項の規定にかかわらず、月額１万5,000

円とする。 

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

別表（第５条関係） 省略 別表（第５条関係） 省略 
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